
４． 精神疾患等の心の病気のある児童生徒の教育情報を共有

するための事例フォーマットの検討 

 

（１）はじめに 

精神疾患等の心の病気のある児童生徒の教育に関して，平成21年6月に特別支援学校 学

習指導要領解説 総則等編１）の第 2章第 5 病弱者である児童生徒に対する教育を行う特別

支援学校の中で，「心身症や精神疾患等の児童生徒については，心身の状態が日々変化する

ことが多いため，常に病気の状態を把握し，例えば，うつ病のときは，過度なストレスと

なるような課題を与えないなど，個々に応じた適切な対応を行う」という記述がなされた。

これは，精神疾患という言葉が，学習指導要領関連の中で使用された初めてのものである。

こうした動向も後押しとなって，今現在，増加傾向にある心身症や精神疾患等の心の病気

のある児童生徒への教育的対応および支援の充実が求められている。 

精神疾患等の心の病気の子どもの教育に関する期待が学習指導要領にまで記述されるよ

うになった背景の一つとして，19歳以下の在宅精神疾患患者数の増加も一因となっている。

全国の医療施設（病院，一般診療所，歯科診療所）を利用する患者の傷病などの状況を把

握するために行われている患者調査によれば，平成 17年調査時に 161,000人（平成 17年

の 19歳以下人口 19,644,069 人）で人口千人対 8人の割合であった。その中でも，統合失

調症の患者数は，同調査で 757,000人（平成 17年）と推計され，入院中 199,000人，外来

通院中 558,000人だった。そして，外来通院中の統合失調症の内，19歳までに発症してい

る患者は 425,400人で全体の 56.2％であった。こうした数字からみると，精神疾患等の心

の病気のある児童生徒の相当数が学齢期にあって，教育現場で支援を必要としていること

が予測されるのである 2）。 

実際に，平成 21 年度に全病連研究委員会が実施した全国調査（事務局：北海道札幌市立

山の手養護学校）3）に拠れば，全国の特別支援学校（病弱）110 校を調査対象とした結果，

対象児童生徒数 3,906名の内，心身症・精神疾患等の人数は，小学部，中学部，高等部を

併せて 1,176名（30.1％）に上ることが分かった。その内訳を見てみると，小学部 179 名

（14.1％），中学部 463名（38.8％），高等部 534名（37.1％）となっており，精神疾患が

思春期以降に発症する場合が多いことからも妥当な結果であると考えられる。また，その

前年度の同調査結果と比較しても大きな変動は見られなかったことで，全国の特別支援学

校（病弱）においては，中高生年齢の生徒を中心に，30％を超える心の病気を抱えた児童

生徒に対する指導・支援が求められている現状があることが分かる。 

またこうした現状と併せて，全国的に小中学校にある病弱・身体虚弱特別支援学級の設

置も増える傾向にあり，心身症や精神疾患等の心の病気のある児童生徒の教育を充実する

という課題は，必ずしも特別支援学校に限られた課題ではないことが予想される。特に，

入院を必要としないレベルの病状にある児童生徒であれば，小中学校に在籍しながら通院

加療を継続している場合が，その大半であると考えられる。それゆえに，心の病気のある

児童生徒への教育・支援を充実させることを考える上では，特別支援学校での対応のみを

考えるのではなく，小中学校等をも視野に入れた充実の方略が必要であると考えられる。 
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   身体症状（頭痛・腹痛）・登校渋りが改善されず，幻聴や被害意識妄想の症状がで

る。  （お前なんかいなくなればいい・悪口を言われている） 

 そのほか「人が怖い」「瞳が怖い」「見られている気がする」等の訴えが続いた 

 6月 入院  目的は【薬の調整をし，できれば復学を目指す】 

   しかし，幻聴・自傷・乖離症状を繰り返した。 「私はこんなに頑張っているのに，皆

分かってくれない」という意識が強くなり，ヒステリー症状も出る。 

12月 目的の変更 【環境を見直し，感情・症状の安定を図る】 

   家庭的・症状的に復学は困難と判断し，養護学校への転校を検討し，転入手続き

を進める。本人も「復学したいが，今の自分では無理」との気持ちになった。 

 2月 転校のための準備として，外泊時に，電車・バス通学の練習をするが，視線恐怖

を訴えたため中断.           
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【不安の解消】【共通理解】 本校に転入 高2 (前 籍校で単位未修得のため ) 

4月 始業式前に，本人・主治医・ソーシャルワーカーが来校し，今後の通学や学校生活

について相談 

 ●本人が通学について自転車で通学 をすると，「車の前に飛び出してしまうのではな

いかと不安だ」 と訴えたので，解決の手立てを考えた。  

  →祖父または病院の公用車で送迎する 

 ●サインの見極め方と対応についての指示 

  ・本人の不安のサインの見極め方 (お腹をさする・耳をふさぐ＝不安のサイン) 

   ・休憩の取り方 (大丈夫ですと言っている時＝大丈夫ではないではない・休息が必

要 ) 

 ・自傷行為のサインと対応の仕方 

(手元を動かしている→自傷行為の前段階＝言葉で諭す) 

    (自傷行為を始めたとき＝叱責・力で止める) 

 ●職員間で上記の不安対応について，共通理解を図る     

編入時の様子 （4月当初） 

 目的：すこしずつ学校にいられる時間を延ばす・学校生活に慣れる 

 手立て：下校時間の調整 

 様子 :･集団活動は事前に内容を説明したが，幻聴が聞こえる等訴えて途中離席し休

養 

     ･授業が受けられなかった自分を責める・「休み時間の過ごし方が分からない」と

しゃがみ込む 

      ･給食は嘔吐を恐れて，スープのみ 

5月下旬  退院 自宅からの通学(祖父母の送迎 )  週1回の通院・カウンセリング 

 ●本人の症状は続く 

   ・学校行事・見通しの持ちにくい活動だと，不安が高まり，幻聴・自傷がでる。 

   ・しゃがみこみ(休み時間することが分からない) 

・拒食（嘔吐するのではないかという不安）の状態になる。 

 

《具体的な支援》 

 ①居場所作り 

   「自分はひとりぼっち」「友達ができなかったら」という不安が強く，話している友達を

見るだけで，泣き出してしゃがみ込んだり教室を飛び出したりした。  

    担任が時間の許し限り，側にいるようにした。始めは担任と1対1だったが，徐々

にクラスメイトや他の教員会話できるようになった。不安が減少したところで，担任は

少しずつ離れるようにした 

 

②食べられるもの作り(5月) 

   給食時，配膳になると，教室の隅で耳をふさいでしゃがみ込む。配膳が終わったタ
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イミングで声をかけると，友達と同じテーブルで食べられるもの(スープ・牛乳 )を口に

する。友達も本人の食べられるものをあげることもあった。(病棟でも固形物は口にし

ていない) 

   ある時，教室の片隅に荷物を動かしてしゃがみ込んでしまったので，担任がやや

強い口調で「テーブルにつくか，別室で休養かしなさい。」と促した。本人は「食べれ

ばいいんでしょ」とヒステリックに言って，席についたが，その件以降，逆に食べること

に前向きになり校外学習で仕出し弁当を完食し，家庭でも外食の際かなりの量を食

べることができるようになった。 

本人から，「固形物は嘔吐するから無理だが，とろみがあれば食べられる」と言い出

したので，グラタン・クリーム煮・酢豚等のとろみにお湯を入れて緩くしてあげたところ，

固形物 (肉も)を食べる事ができた。パンもスープに入 れて食べる方法を提示した。 

ご飯 ・魚などまだ口 にできないものもあるが，学 校 でも安心して食べられることを体

感 させたい 

 

 ③楽しさ作り(4月) 

   4月当初は，「学校へ行きたくない」と病棟で騒いだり，爪で腕に傷を付けたりといっ

たことが絶えなかった。 

 「親が高校の資格位あった方が良いというから，親のために登校している。学校は行き

たくない。でも授業に遅れるのは嫌だ。」 

“では，どうしたいの” → 「家に引きこもっていたい」 

“ひきこもってどうするの”→ 「家で勉強したい」 

“ふ～ん”→ 「でも，一人じゃ勉強できない。学校に行くしかない」 

“じゃあ 学校に行くことは自分で選んだんじゃないの“→ 「違う！！」

このような押し問答を繰り返した。 

そこで，楽しい時間を作れば，そこから学校に行きたいと思うようになるのではという

ことで，本人の好きな運動 (剣道が得意)を，体育や自立活動取り入れたり，同好会

を作ったりした。 

本人の様子＝好きな教科のある日は，表情も良く，リーダー的な発言も見られる 

「休むと授業が遅れる」という気持ちも出て，休まず朝から授業に参加できるように

なった。 

反面，体調が悪くても無理してしまうことも。 

今後の体調の自己管理の必要性を考え，あえて休養は促さないでいる。 

 

④自力通学訓練(7月中旬相談) 

予想外の出来事への対処について，話し合ったが， まだ予測がたたない様子。 

“飛び出したくなる心配は？” 「今は少し収まっている」 

“電車やバスが遅れたら？” 「遅れると分かっているから大丈夫」 

“乗りおくれたら？” 「朝は焦るが，帰りなら平気」 

“知り合いにあったら？”  「違う車両に移ったり，隠れたりする」 

主治医・保護者と連携をとり，保護者付き添いで夏休み中に訓練を開始する予定 

電車が遅れた場合を想定しての訓練計画が保護者から出されている。 

 

⑤ 「自宅で一人の場合，不 安 になった時 の解 消法が分 からないので，一人 では

いられない」という訴え →8月中旬以外は登校することにした。 
不安時の対処について，医療と連携しながら，本人に理解させる必要がある。 

       

高等部 2年生ということを考えると，進路・自立を見据えた支援も検討しなければならない 
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 これら２つの事例フォーマットは，当然，どちらが正しいという性質のものではなく，

どのようにその情報を活用するかという目的に沿った形式で記述されたものであり，また

同時に，過去の研修経験や実践知から描かれた，いわば，子どもの実態を把握し共有する

ためのある種の地図であろうと考えられた。そして，これら２つの形式は，多くの教育現

場で用いられている典型例の一つとも考えられた。 

しかし，この２つの事例提示の形式を概観した時に，指導の対象児について，その様相

の変化についての理解はある程度得られるのだが，本当のところ，子どもと教員の間に何

が生じていて，その内の何が子どもの好ましい変化を促したのか，あるいはまた教員の関

わりの変化を促したのかを読み取ることが難しいと感じられた。つまり，子どもを取り巻

く客観的な情報については豊富だが，実際に何がどのように子どもと教員の間に生じてお

り，ここで生じている指導や支援のダイナミクスを読み取ることが困難であると感じられ

た。 

特に，精神疾患等の心の病気のある児童生徒の指導・支援にあたっては，子どもの心の

中に生じている微細な起伏や変化を理解することが重要な起点となったり，変化を生むポ

イントとなったりすることが予測され，そうした視点を含んだ記述のある事例フォーマッ

トが特に求められると考えた。 

 

○ 「了解可能であること」 と「 共感可能であること」 

  こうした点を踏まえ，全病連研究推進委員の研究メンバーと協議と検討を重ねた結果，

事例を通じて実践知を共有するためには，２つの観点で事例フォーマットを組み立てる必

要があるだろうという結論を得た。 

その２つの観点が「了解可能であること」と「共感可能であること」である。 

「了解可能であること」とは，本研究では，記述された情報を基にして，読み手が「精

神疾患等の心の病気のある児童生徒，教員の内側と外側で生じている体験を知的に理解で

きること」を指し示している。一方で，「共感可能であること」とは，読み手が「児童生徒

の体験と教員の体験，さらにはそこに生じているダイナミクスに，情緒的に共感できるこ

と」を指し示している。 

この２つの観点を満たすためには，単なる客観的事実を羅列するのではなく，より具体

的で情緒的な体験を記述することが必要であると考えられた。そこで，疾患や障害の特異

性を含んだ，ある特定の子どもと特定の教員とのエピソードを複数提示することで，そこ

に生じている内的なダイナミクスを共有できることを目指した。 

以下の事例Ａ２と事例Ｂ２の記述スタイルが，それである。事例Ａ２は事例Ａ１と同じ

事例を上記の２つの観点から記述スタイルを変更したものである。同様に事例Ｂ２は事例

Ｂ１と同じ事例であるが，その記述スタイルを変更したものである。 

下記①の部分に，主に子どもが実際に語った言葉を記述した。②の部分には，教員が①

を受けてどのように理解し，どのように対応したかを記述している。医師からの見立てが

あった場合にも②に記述している。さらに③では，このエピソードを通じて疾患や障害の

特性として，他の事例にも通じる普遍的な理解を解説している。①，②，③は，呈示事例

内に表記しているので，参考にされたい。 
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師たちの描く教育実践レポートの大半は残念ながらその種のものです。」と指摘し，単なる

客観的事実を並べるのではなく，客観的な側面に忠実（あるがまま）でありながらも，人

の「生の断面」を切り取る視点でエピソードを記述すること，つまり，「読み手が我が身を

その場に置いて，そのエピソードの間主観的に把握された箇所に自分を重ね，あたかも自

分が間主観的に把握したかのように思いなせるということが，そのエピソードを了解する

上に必要」であると述べている。（鯨岡の用いた「了解可能」の定義と本研究で用いている

「了解可能」の意味は異なっている。） 

この「読み手が我が身をその場に置いて」「自分を重ねる」ことが，読み手の了解を生む

土台であるという指摘について，まさに指導実践の経験知を他者と共有する上では不可欠

な点であると考えられる。そしてまた，特に精神疾患等の心の病気のある児童生徒に関す

る理解を深めることを考えた場合，その疾患の特性ゆえに，客観的に捉えられる外的な側

面を把握することよりも先に，子どもの心に生じた経験や関わる教員の心に生じた経験を

共有することが，子どもと教員に生じている関係性のダイナミクスを理解し共感するため

に不可欠なものと考えられる。この理解と共感が実践知の本質を共有することに繋がり，

他者の実践の外殻だけを取り入れた指導・支援を行うのではなく，子どもの実態に合わせ

た柔軟な取組を可能とするのである。 

先にも述べたが，精神疾患等の心の病気のある児童生徒は，同じ診断名がついていたと

しても，その個々の状態像はかなり違っており，そうした状態像の揺らぎは日の単位，時

には時間単位や分単位で異なってくることも多い。そうした時々刻々と変化する子どもの

実態に寄り添って指導・支援をしていくためには，外側から見て取れる子どもの状態像だ

けではなく，その内側に生じている変化しにくい本質を捉えていく姿勢や視点が教員に求

められる。 

そうした観点から，事例Ａ１や事例Ｂ１を眺めた時，外側から子どもを理解する情報に

は豊富であるが，子どもの経験や教員の経験，その二者間に生じているダイナミクスを理

解するための情報には不足していることが示唆された。 

岩間（2005）6）は「事例研究のための事例のまとめ」に際しては，「客観的事実と主観的

考察をきっちりと意識的に区別して記述することが重要である」ことを指摘するとともに，

「事実と考察を時間軸に沿って３つに分ける」ことで５つの焦点を示している（表１）。 

 

表１「事例のまとめ方」の５つの焦点（岩間．2005） 

時間 

内容 
過去→現在 

特定の時点 

（現在） 
現在→将来 

事実（客観的内容） ① ②  

考察（主観的内容） ③ ④ ⑤ 

 

この表に照らしてみると，事例Ａ１および事例Ｂ１のフォーマットでは，上欄の「事実

（客観的内容）」の①と②の部分が中心に記述されており，下欄の「考察（主観的内容）」

の③，④，⑤の部分がほとんど記述されていないことが分かる。岩間は「本人に関する客

観的情報をいくら多く集めたとしても，それが直接本人の理解につながるものではない」

「事例の理解とは．．．（中略）．．．情報を単に全員に周知し，共有することを意味しない。
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